
議案第 78 号 

 

 

令 和 ４ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） 

 

 

令和４年度屋久島町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 671,597 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

11,870,119 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

屋 久 島 町 長   荒 木  耕 治 
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１　追加

起 債 の 目 的

原地区排水路整備事業

補助農業用施設災害復旧事業（千尋滝頭
首工）

２　変更

限　度　額 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円 千円

過疎対策事業 576,400 548,400

臨時財政対策債 80,000 58,946

補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

起債の方法 利　　　率

　政府資金はその貸
付条件により、銀行
その他の資金につい
ては債権者との協定
によるものとする。
　ただし、財政の都
合により措置期間中
であっても繰上償還
し、償還期限を短縮
し、又は低利に借り
換えることができる
ものとする。

補正前に
同　　じ

補正前に
同　　じ

補正前に
同　　じ

証書借入
又　　は
証券発行

年5.0％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率見直しを
行った後において
は当該見直し後の
利率）

起　　債　　の　　目　　的
補　　　　　　　　正　　　　　　　　前

第２表　　地方債補正

限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円

年5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率見直しを
行った後においては当該見直し後の
利率）

　政府資金はその貸付条件により、銀行その他の
資金については債権者との協定によるものとす
る。
　ただし、財政の都合により措置期間中であって
も繰上償還し、償還期限を短縮し、又は低利に借
り換えることができるものとする。

14,000

証 書 借 入
又 は

証 券 発 行9,400




















































